
令和３年度 第２回 鹿児島県交通渋滞対策協議会 

 

議事概要 

 

１． 日 時 令和４年３月１８日（金）１０：３０～１１：４０ 

 

２． 議   事 

１）これまでの検討経緯 

２）対策箇所の交通状況 

３）主要渋滞箇所の対策検討・立案 

４）官民連携による渋滞対策 

５）TDM 施策の取り組みについて 

６）次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目 

 

３． 議事要旨 

１）主要渋滞箇所の渋滞対策について 

● 主要渋滞箇所（１２３箇所）について、各機関で引き続き渋滞

対策の検討を行うとともに、モニタリング調査を継続すること

を確認した。 

● 令和３年度に実施した箇所及び令和４年度以降に実施予定の主

要渋滞箇所の対策について内容を確認した。 

２）官民連携による渋滞対策について 

● トラック・バス・タクシー事業者から要望のある渋滞箇所の対

策について引き続き検討することを確認した。 

● 令和４年度のピンポイント渋滞対策予定箇所として産業道路入

口交差点にて実施することを確認した。 

３）TDM 施策の取り組みについて             

          ● 時差出勤等を主体とした交通需要マネジメント（TDM）施策の取

り組み状況について確認した。 

     ● 通勤時間について、渋滞時間帯からの分散を促すため、引き続き

関係者で協力して TDM 施策を行っていくことを確認した。 

 

以上 
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本日の進め方
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本日のポイント

交通需要マネジメント（TDM）の実施
状況報告

ポイント３

短期対策・中長期対策

ポイント１・・・

・・・

１．これまでの検討経緯

６．次回鹿児島県交通渋滞協議会に向けた検討項目

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案

２．対策箇所の交通状況

４．官民連携による渋滞対策

５．TDM施策の取り組みについて

官民連携による渋滞対策

ポイント２・・・



１．これまでの検討経緯
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（１）これまでの検討経緯

○H25.1に主要渋滞箇所を公表し、それ以降、主要渋滞箇所への対応の基本方針や、今後の取り組みに対する協議を実施。

H24年度H25年度 H28年度H27年度 H2９年度 H３０年度 令和２年度令和元年度

田
上
ラ
ン
プ
交
差
点
・
加
治
木IC

交
差
点
、

吉
野
町
帯
迫
中
央
交
差
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仮
）東
開
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３
交
差
点
の
解
除
承
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主
要
渋
滞
箇
所
の
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（Ｈ
25
・1
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島
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通
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（Ｈ
28
・7

／
Ｈ
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選
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滞
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Ｒ
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／
Ｒ
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（Ｒ
3
・8
）※

書
面
開
催
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（Ｒ
3
・7
）

令和３年度
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（Ｒ
4
・3
）



１．これまでの検討経緯
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鹿児島市エリア106箇所

姶良市エリア7箇所

①平川町交差点

②産業道路南入口交差点

エリア

凡例

主要渋滞箇所数

当初 現在

129箇所 123箇所

集約区間数 箇所数

46区間
14箇所

（109箇所）

■ 鹿児島県内の主要渋滞箇所（一般道）

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続し
ており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

主要渋滞箇所の状況

○鹿児島県内の主要渋滞箇所は、平成25年1月に129箇所を選定・公表。
○これまでの対策実施による渋滞改善により、6箇所の解除を行い現在123箇所が残存。
○県内の主要渋滞箇所の約9割が鹿児島市に集中。

（２）現在の主要渋滞箇所の状況

6箇所解除

解除済み箇所 ③田上ランプ交差点

⑤吉野町帯迫中央交差点

⑥仮）東開町３交差点

鹿児島県内
１２３箇所

■ 主要渋滞箇所の市町別内訳

鹿児島市
106箇所

86%

姶良市
7箇所
6%

霧島市
6箇所
5%

その他
4箇所
3%

■ 主要渋滞箇所既解除箇所

H30年度に、主要渋滞箇所の特定解除フローについて見直し（P６）

交差点名 解除
年度 解除理由

①平川町 H28 ・全方向で旅行速度20km/h以上
・渋滞発生無し（現地確認）②産業道路南入口 H29

③田上ランプ
④加治木IC
⑤吉野町帯迫中央
⑥仮）東開町３

R1
一部区間で旅行速度20km/h未満
・現地渋滞発生無し
・信号待ち2回以上の台数5%未満

④加治木IC交差点

霧島市エリア6箇所薩摩川内市エリア1箇所

奄美市エリア1箇所

鹿屋市エリア2箇所



主要渋滞箇所の経過観察
※定期的にモニタリングを実施

主要渋滞箇所の特定解除
※協議会資料等で公表

２．対策箇所の交通状況

〇１年目に「対策の実施」、２年目に「ETC2.0データの蓄積」、３年目に「効果分析」を実施。
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（１）主要渋滞箇所（一般道）の対策実施後の取扱（解除）について

主要渋滞箇所の対策実施後の流れ

時

系

列

1年目

2年目

3年目

令和４年度 効果分析実施箇所
（令和２年度 対策実施箇所）

・仮）山田下交差点（県）
・谷山駅前交差点（市）
・東岩原交差点（国）

対策の実施

ETC２．０データの蓄積（１年間）

主要渋滞箇所 解除の検討
（現地調査、データ解析）

・ハード対策、ソフト対策の実施

渋滞無し 渋滞有り

令和４年度 経過観察箇所
（令和３年度 対策実施箇所）

・仮）国道10号脇元合流部(国)
・山田交差点（県）
・木之房交差点（県）
・玉江橋西口交差点（市）

令和４年度 対策実施予定箇所
・照国神社前交差点(国)
・産業道路入口交差点（国）



２．対策箇所の交通状況

〇令和３年度までに２３箇所（灰色）について効果分析を実施済み、令和４年度は３箇所（黄色）について効果分析を実施予定。
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（２）平成25年1月以降の対策済み箇所（1/2）

効果分析の実施済み箇所（1/2）

No. 路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
継続

R1.8 R2.3 R2.8 R3.7

１ 国道3号 建部神社前 鹿児島東西道路整備【直轄】 直轄 H25.9 ○ ○

２ 県道24号 武岡団地西入口 鹿児島東西道路整備【直轄】 県 H25.9 ○ ○
３ 県道24号 田上橋 鹿児島東西道路整備【直轄】 県 H25.9 ○ ○

４ 県道24号 武町
左折車線増設【県】
バスベイ新設【県】

県 H28.5 ○ ○

５ 県道24号 中洲電停
右折車線延伸【県】
左折車線増設【県】

県 H26.9 ○ ○

６ 県道217号 南港南口 左折車線の増設・延伸【県】 県 H27.2 ○ ○

７ 県道217号 金属団地
左折車線の新設【県】
右折車線の増設【市】

県
H26.2
H27.11

○ ○

８ 国道225号 清見橋北
谷山地区連続立体改良
（立体化）【市】

直轄 H28.3 ○ ○

９ 国道225号 和田坂
右折車線の延伸・歩道新設・拡幅
【直轄】
右折車線新設【県】

直轄
H27.12
H29.2

○ ○

１０ 県道210号 皇徳寺団地東口 県道小山田谷山線整備【県】 県 H30.1 ○ ○
１１ 国道3号 伊敷団地入口 右折車線の延伸【直轄】 カラー舗装【直轄】 直轄 H27.3 ○ ○
１２ 国道225号 紫原団地入口 カラー舗装【直轄】 直轄 H31.3 ○ ○

１３ 県道217号 南港
ゼブラ消去による
右折車線延伸【県】

県 H31.1 ○ ○

１４ 県道21号 加治屋町
路面標示
（右折矢印）【県】

県 R1.6 ○ ○

１５ 国道225号 谷山港区入口
路面標示（案内標
識とあわせた標示）
【直轄】

直轄 R2.3 ○ ○

１６ 市道中洲通線 荒田

中央帯区画線縮小
による
右折車線の延伸
【市】

市 R1.11 ○ ○

１７ 市道新栄16号線 仮）新栄町7
路肩縮小による
右折車線新設【市】

市 R2.2 ○ ○

小計 4 7 2 4 17

※■：効果分析実施済み箇所：23箇所 ■：令和４年度効果分析実施箇所：3箇所
※緑：ハード施策、紫：ソフト施策

No. 路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
備考

R4年度

２４ 県道210号 仮）山田下
左折車線の新設（２車
線）【県】

県 R3.3 ○

２５ 国道225号 谷山駅前
（都）南清見諏訪線整
備（谷山駅周辺地区土
地区画整理事業）【市】

直轄 R2.7 ○

小計 2

令和４年度 効果分析実施予定箇所（1/2）

【鹿児島市エリア（106箇所）】
N

1～3.鹿児島東西道路
(鹿児島IC～建部IC)

平成25年9月

平川道路（4車線拡幅）
平成26年3月

9.和田坂歩道整備事業
（右折車線の延伸・歩道新設・拡幅）

平成27年12月

8.谷山地区連続立体交差事業
平成28年3月

11.伊敷団地入口交差点改良
平成27年3月

6.南港南口交差点改良
平成27年2月

7.金属団地交差点改良
平成26年2月、
平成27年11月

5.中洲電停交差点改良
平成26年9月

4.武町交差点改良
平成28年5月

武町

建部神社前

中洲電停

南港南口

金属団地

清見橋北

和田坂

伊敷団地入口

武岡団地西入口
田上橋

9.和田坂交差点改良
（右折車線新設）
平成29年2月

皇徳寺団地東口

13.南港交差点改良
平成31年1月

10.県道小山田谷山線
平成30年1月

紫原団地入口

12.紫原団地入口交差点
カラー舗装

平成31年3月

14.加治屋町交差点
路面標示

令和元年6月

16.荒田交差点改良
令和元年11月

17.仮）新栄町7交差点改良
令和2年2月

15.谷山港区入口交差点
路面標示

令和2年3月

加治屋町

荒田

仮）新栄町7

谷山港区入口

①平川町交差点

③田上ランプ
交差点

⑤吉野町帯迫中央
交差点

②産業道路南入口
交差点

⑥仮）東開町３
交差点

南港

仮）山田下

谷山駅前

平成25年1月以降に
整備された

主な道路事業

※主要渋滞箇所の交通状況に
影響があると思われる事業

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

24.仮）山田下交差点改良
令和3年3月

25. （都）南清見諏訪線整備
令和2年7月

※令和２年度対策実施済み箇所



（２）平成25年1月以降の対策済み箇所（2/2）

２．対策箇所の交通状況

N

永田橋

川内駅

N

22.永田橋交差点改良
平成26年9月

20.川内隈之城道路
平成27年3月

効果分析の実施済み箇所（2/2）

No. 路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
継続

R1.8 R2.3 R2.8 R3.7

１８ 国道10号 加治木朝日町
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

直轄 H25.3 ○ ○

１９ 国道10号 日木山
加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】

直轄 H25.3 ○ ○

２０ 国道3号 川内駅
川内隈之城道路整備
【直轄】

直轄 H27.3 ○ ○

２１ 国道220号 札元269 串良鹿屋道路整備【県】 直轄 H26.12 ○ ○

２２ 国道58号 永田橋 左折車線の新設【県】
右折車線の延伸【県】

県 H26.9 ○ ○

２３ 国道10号
加治木団地入口～み
ろく

加治木バイパス整備
（4車線化）【直轄】 カラー舗装【直轄】

直轄
H25.3
H31.2

○ ○

合計 0 5 1 0 6

No. 路線 主要渋滞箇所名
ハード施策
【実施者】

ソフト施策
【実施者】

道路
管理者

完了
年次

現地調査
備考

R4年度

２６ 国道10号 東岩原

交差点のコンパクト化（停
止線の前出し）
右折導流線の設置、導流
帯の更新（引き直し）【国】

直轄 R3.2 ○

合計 １

令和４年度 効果分析実施予定箇所（2/2）

【薩摩川内市エリア(1箇所)】

【奄美市エリア(1箇所)】

：主要渋滞箇所（対策済）

：主要渋滞箇所（未対策）

：解除済箇所

：主要渋滞区間

札元269

N

21.串良鹿屋道路
平成26年12月

【鹿屋市エリア(2箇所)】

【姶良市エリア(7箇所)】 N

日木山

加治木朝日町加治木団地入口

23.加治木団地入口～みろく
カラー舗装

平成31年2月

平成25年1月以降に
整備された

主な道路事業

※主要渋滞箇所の交通状況に
影響があると思われる事業

18・19・23.加治木バイパス（4車線拡幅）
平成25年3月

【霧島市エリア(6箇所)】N

27～29.都）新町線２街路事業
令和2年12月

東岩原

26.東岩原交差点
停止線前出し、路面標示

令和3年2月

6

※令和２年度対策実施済み箇所

④加治木IC
交差点

市道国分銅田線
事業中

※■：効果分析実施済み箇所：23箇所
■：令和４年度効果分析実施箇所：3箇所

※緑：ハード施策、紫：ソフト施策



（２）道路用地内
での対策可否

車線運用の変更

⇒右折車線の延伸等
（中央ゼブラ活用）

道路用地内での改良

⇒左折車線の新設等

誘導表示の改善

⇒右折導流線の設置等
⇒路面標示

交通需要の抑制

⇒交通手段の変更（公共交通）
⇒時間の変更（時差出勤）
⇒利用経路の変更（料金施策）
⇒有料道路の利用促進（スマートIC・指宿スカイライン）等

○鹿児島エリアについては、現地調査結果を踏まえ 対策メニューの検討・立案を行う。

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（３）用地買収の
可否

NO

YES

YES

NO

用地買収後、

交差点改良、現道拡
幅、バイパス整備等

＜短期対策（ピンポイント対策）＞

＜ソフト対策＞

（１）渋滞要因の整理

⇒交通需要過多
（容量超過）

⇒阻害要因
（容量低下）

7

◆阻害要因がある（イメージ）

◆交通需要過多（イメージ）

主要渋滞箇所

＜中長期対策（ハード対策）＞

（１）鹿児島エリアの渋滞対策検討（案）

右折車両による直進
阻害により容量低下

交通集中等
で容量超過

玉里団地入口（市）

令和４年度以降
対策実施予定箇所

照国神社前（国）
産業道路入口（国）

木之房（県）
山田（県）
玉江橋西口（市）

令和３年度
対策実施済み箇所

仮）国道10号脇元
合流部（国）

令和４年度以降対策
完了予定箇所

山田ICフルIC化（県）



（２）令和3年度以降対策実施予定箇所

8

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

交差点名 路線 課題 対策方針 対策時期

山田交差点（県）
県道35号
永吉入佐鹿児島線

■右折車両の滞留により直進車両
の阻害が発生

■右折車線の延伸
約30m⇒約55m

令和３年度
実施済み
（R3.8実施）

木之房交差点（県）
国道223号
日当山敷根線

■右折車両の滞留により直進車両
の阻害が発生

■右折車線の延伸
約34m⇒約72m

令和３年度
実施済み
（R3.8実施）

仮）国道10号脇元合流部（国） 国道10号 ■合流部による速度低下の発生
■付加車線の利用を促す

路面標示、区画線への
見直し

令和３年度
実施済み
（R3.12実施）

玉江橋西口交差点
（鹿児島市）

市道 アリーナ中央通線
■右折車両の滞留により直進車両
の阻害が発生

■右折車線の延伸
約30m⇒約60m

令和３年度
実施済み
（R4.1実施）

照国神社前交差点（国） 国道3号、10号、225号
■交差点規模が大きく、処理能力が
低い

■見通しの悪い交差点形状

■停止線の前出し
■路面標示の見直し
（カラー舗装）

令和４年度
実施予定

産業道路入口交差点（国） 国道225号

■交通量が多く、交通容量が不足。

■交差点が大きく、隣接交差点の右
折滞留の停止判断の迷いによる
無理な進入が発生。

■停止線の前出し
■路面標示の見直し
（カラー舗装、

右折導流帯設置等）

令和４年度
実施予定

玉里団地入口交差点
（鹿児島市）

市道 冷水線
■右折車両の滞留により直進車両
の阻害が発生

■右折車線の延伸
約65m⇒約85m

令和５年度
実施予定
（令和４年度
実施設計予定）

〇短期対策として、用地内で実施可能な対策を実施予定



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

右折車線の延伸【対策】

（３）令和3年度対策実施済み箇所 県道35号 永吉入佐鹿児島線 山田交差点（県）

9

《位置図①》
N

鹿児島県

鹿児島市

対策前対策前
Ｎ

至 谷山駅

対策後対策後 ：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

◆右折車両の滞留により，
直進車両の阻害が発生

至

鹿
児
島
市
街
地

至

山
田
Ｉ
Ｃ

Ｎ

至 谷山駅

至

鹿
児
島
市
街
地

至

山
田
Ｉ
Ｃ

《位置図②》

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸

約30m⇒約55m

課題・対策方針

写真（対策後）

至 山田ＩＣ

◆右折車線の延伸（L≒25ｍ）
R3.8実施

至
鹿児島
市街地

右折車線 L≒30m

右折車線 L≒ 55m

R3年度実施済み
（R3.8実施）

N

至 鹿児島市街地

Ｎ

至

山
田
Ｉ
Ｃ

至 谷山駅

No.30
山田交差点

No.30
山田交差点

No.30
山田交差点

No.30
山田交差点

No.30
山田交差点

右折車線延伸による
直進車両の阻害回避状況

225

225



至 霧島温泉

至 隼人東IC

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

鹿児島県

霧島市

【対策】

（４）令和3年度対策実施済み箇所 国道223号 日当山敷根線 木之房交差点（県）

R3年度実施済み
（R3.8実施）

《位置図①》

Ｎ

至 霧島市街地

至

霧
島
温
泉

至

隼
人
東
Ｉ
Ｃ

N

課題・対策方針

《位置図②》

写真（対策後）

対策後対策後 ：右折交通：直進交通

：右折交通：直進交通

至 日当山駅

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸

約34m⇒約72m

至 霧島市街地

至 日当山駅

至

霧
島
温
泉

至

隼
人
東
Ｉ
Ｃ

対策前対策前

右折車線 L≒72m

右折車線 L≒34m

No.31
木之房交差点

◆右折車両の滞留による
直進車両の阻害が発生

N

ＮNo.31
木之房交差点

No.31
木之房交差点

No.31
木之房交差点

右折車線の延伸

10

223

10

No.31
木之房交差点

Ｎ

至 霧島市街地

至 日当山駅

至

霧
島
温
泉

至

隼
人
東
Ｉ
Ｃ

◆右折車線の延伸（Ｌ≒38m）
交差点改良（拡幅）

R3.8実施



３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

付加車線の利用を促す路面標示、区画線への見直し【対策】

（５）令和3年度対策実施済み箇所 国道10号 仮）国道10号脇元合流部（国）

Ｒ3年度実施済み
（R3.12実施）

鹿児島県 N

鹿児島市

対策前対策前

対策後対策後

No.33
仮）国道10号脇元合流部

Ｎ

至

鹿
児
島
市

＜課題＞
■合流部による速度低下の発生

＜対策方針＞
■付加車線の利用を促す路面標示、区画線への見直し

課題・対策方針

姶良市

至

姶
良
市
街
地

付加車線が利用されず、
速度の低い合流

付加車線
至 鹿児島市

至 姶良市街地

至 姶良市街地

至 鹿児島市

至

鹿
児
島
市

至

姶
良
市
街
地

至

鹿
児
島
市

至

姶
良
市
街
地

◆付加車線が利用されず、速度の低い合流

写真①

：直進交通 ：合流交通

：直進交通 ：合流交通

N

写真①

写真②

《位置図①》 《位置図②》

No.33
仮）国道10号脇元合流部

No.33
仮）国道10号脇元合流部

No.33
仮）国道10号脇元合流部

No.33
仮）国道10号脇元合流部

10

10

写真③（対策後）

Ｎ
Ｎ

11

官民連携による対策

◆加速車線の利用を促すため、
直進矢印の路面標示を設置

R3.12実施



対策前 対策後

国道10号 側道 合計 国道10号 側道 合計

6時台 604 431 1,035 698 403 1,101

7時台 509 410 919 543 365 908

合計 1,113 841 1,954 1,241 768 2,009

12

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（５）令和3年度対策実施済み箇所 国道10号 仮）国道10号脇元合流部（国）

○脇元合流部では側道から国道10号へゼブラ区間での合流により、速度低下が発生していた。
○対策として、区画線の見直しや路面表示の設置などを行い、側道から国道10号への合流位置の適正化を図った。

対策の状況

対策前対策前 対策後対策後

現地状況

ゼブラ区間
で合流

加速車線を
使用し合流

交通状況

令和3年12月21日対策施工 ■交通量

【調査日】 対策前：R3.9.28（火） 対策後：R4.1.13（木）

対策前対策前 対策後対策後

単位：台■対策の施工状況

■対策内容

写真① 写真②

写真① 写真②

至

鹿
児
島
市

至

姶
良
市
街
地

矢印の路面表示を設置し
適切な合流位置を誘導

区画線の見直し
路面表示の新設により
適切な合流位置を誘導

Ｎ

Ｒ3年度実施済み
(R3.12実施)

観測時の合計交通量は
変わらない状況

官民連携による対策
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３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

（５）令和3年度対策実施済み箇所 国道10号 仮）国道10号脇元合流部（国）

○対策前はゼブラ区間で合流する車両が約9割を占めていたが、対策後はゼブラ区間での合流する車両の割合は約6割へ低下した。
〇対策前は加速車線が活用されていなかったが、対策後は加速車線を活用しスムーズに合流ができるようになり、渋滞する時間が短縮した。

対策前対策前

対策後対策後

■国道10号・側道（合流位置別）5分間交通量 ■合流位置図

至：鹿児島市街地

至：姶良市街地

ゼ
ブ
ラ
区
間

加
速
車
線
区
間

：国道10号渋滞長
【側道交通量】 ：ゼブラ区間 ：加速車線区間

ゼブラ
区間

加速車線
区間

6時台
387台
（90％）

44台
（10％）

7時台
338台
（82％）

72台
（18％）

合計
725台
（86％）

116台
（14%）

ゼブラ
区間

加速車線
区間

6時台
222台
（55％）

181台
（45％）

7時台
239台
（65％）

126台
（35％）

合計
461台
（60％）

307台
（40%）

■側道（合流位置別）交通量

渋滞

（約60分間）

渋滞

（約50分間）

ゼブラ区間での
合流車両減少

加速車線が利用され、加速しながら
スムーズに合流できるようになり渋滞時間が短縮

約9割が

ゼブラ区間で合流

約6割が

ゼブラ区間で合流

資料：【速度低下区間長】ETC2.0プローブデータより20km/h以下に表示 対策前：R3.10（平日） 対策後：R4.1.4～R4.1.21（平日）、【交通量】実測値（調査日 対策前：R3.9.28（火） 対策後：R4.1.13（木））

Ｒ3年度実施済み
(R3.12実施)

Ｎ

官民連携による対策



（６）令和3年度対策実施済み箇所 市道 アリーナ中央通線 玉江橋西口交差点（市）

鹿児島県 N

鹿児島市

至 国道3号
（右折）

至 鹿児島中央駅

Ｎ 写真①（対策前）

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸

約30m⇒約60m

課題・対策方針

右折車線の延伸【対策】

対策前対策前

至

国
道
３
号

至 鹿児島中央駅

：右折車両

：直進車両

至 鹿児島中央駅

Ｎ

◆右折車の滞留により
直進阻害が発生

至

国
道
３
号

：右折車両

：直進車両

至 鹿児島中央駅

Ｎ

対策後対策後

14

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所） R3年度実施済み
(R４．1実施)

市
道

永
吉
西
田
線

N

至 鹿児島北IC 至 鹿児島北IC

至 鹿児島北IC

《位置図①》 《位置図②》

No.32
玉江橋西口交差点

No.32
玉江橋西口交差点

No.32
玉江橋西口交差点

No.32
玉江橋西口交差点

10

3

右折車の滞留による直進阻害状況

写真②（対策後） 至 国道3号
（右折）

至 鹿児島中央駅

No.32
玉江橋西口交差点

右折車線の延伸
(L≒30m)
R4.1実施



（７）令和4年度対策実施予定箇所 国道3号、10号、225号 照国神社前交差点（国）

鹿児島県

鹿児島市

＜課題＞
■交差点規模が大きく、処理能力が低い
■見通しの悪い交差点

＜対策方針＞
■停止線の前出し
■路面標示の見直し（カラー舗装）

課題・対策方針

停止線の前出し、路面標示の見直し【対策】

対策前対策前

R4年度実施予定

N

《位置図①》 《位置図②》

No.35
照国神社前交差点

No.35
照国神社前交差点

至

平
田
橋
交
差
点

至

天
文
館

至

照
国
神
社

至 仙巌園

N

N

至 平田橋交差点

至 仙巌園
対策後(イメージ)対策後(イメージ)

至

平
田
橋
交
差
点

至

平
田
橋
交
差
点

至

仙
巌
園

至

仙
巌
園

至 照国神社

至 照国神社

至 天文館

至 天文館

No.35
照国神社前交差点 ◆交差点が大きく、車両が

通過するのに時間がかかるなど
処理能力が低い

車線の減少
◆路面標示の見直し

（カラー舗装）

Ｎ

Ｎ

至 平田橋交差点

至 仙巌園
交差点規模が大きく、処理能力が低い
見通しの悪い交差点形状

：右左折車両：直進車両

◆見通しが悪く、安全性が低い

No.35
照国神社前交差点

写真①

写真②

約6m
前出し

15

◆停止線の前出し

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

対策前
停止線位置

No.35
照国神社前交差点



（８）令和4年度対策実施予定箇所 国道225号 産業道路入口交差点（国）

鹿児島県

鹿児島市

＜課題＞
■交通量が多く、交通容量が不足。また、走行車線に偏りが発生。
■交差点が大きく、隣接交差点の右折滞留の停止判断の迷いに
よる無理な進入が発生。

＜対策方針＞
■停止線の前出し
■路面標示の見直し（カラー舗装、右折導流帯設置等）

課題・対策方針

【対策】

対策前対策前

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所） R4年度実施予定

N

《位置図①》 《位置図②》

No.36
産業道路入口交差点

至

指
宿
市

至

鹿
児
島
市
街
地

N

N

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

No.36
産業道路入口交差点

至 鹿児島市街地

至 指宿市

交通量が多く、交通容量が不足
また、走行車線に偏りが発生

至 指宿市

至 鹿児島市街地

無理な進入が発生

No.36
産業道路入口交差点

新川橋交差点

◆交差点が大きく、車両が通過するのに
時間がかかるなど処理能力が低い

◆使用する車線に偏りが発生し、車線が
有効活用されていない

◆交差点が大きく、隣接交差点の右折
滞留の停止判断の迷いによる無理な
進入が発生。

No.36
産業道路入口交差点

新川橋交差点

No.36
産業道路入口交差点

新川橋交差点

◆路面標示の見直し（矢羽の案内先変更）
※第２、３車線→第１、２車線

約12m
前出し

約3m
前出し

約3m
前出し

至

鹿
児
島
市
街
地

至

指
宿
市

至 鹿児島市街地

至

紫
原
団
地

至

鹿
児
島
市
街
地

至

指
宿
市

至 鹿児島市街地

至

紫
原
団
地

Ｎ
Ｎ

写真①

写真②

産業道路（至 指宿市）

産業道路（至 指宿市）

◆路面標示の見直し
（カラー舗装）

16

No.12(H31.3現地調査)
紫原団地入口交差点

No.12(H31.3現地調査)
紫原団地入口交差点

◆停止線の前出し

停止線の前出し、路面標示の見直し

◆路面標示の見直し
（右折導流帯の設置）

官民連携による対策



（９）令和5年度対策実施予定箇所 市道 冷水線 玉里団地入口交差点（市）

鹿児島県 N

鹿児島市

至 国道3号

至 国道10号

至 玉里団地

Ｎ

至

国
道
３
号

写真

至

国
道
10
号

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸

約65m⇒約85m

課題・対策方針

右折車線の延伸【対策】

至

国
道
10
号

Ｎ

◆右折車の滞留により直進阻害が発生

対策前対策前

至

国
道
３
号

：右折車両：直進車両

至

国
道
10
号

Ｎ

至

国
道
３
号

：右折車両：直進車両

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

17

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 短期対策（ピンポイント箇所）

No.34
玉里団地入口交差点

R5年度実施予定

市
道

坂
元
玉
里
線

市
道

坂
元
玉
里
線

N

右折車の滞留による直進阻害状況

至 玉里団地

至 玉里団地

《位置図①》 《位置図②》

No.34
玉里団地入口交差点

No.34
玉里団地入口交差点

No.34
玉里団地入口交差点 右折車線延伸

(L≒20m)

10

3

No.34
玉里団地入口交差点



（１０）指宿スカイライン山田インターチェンジ フルインター化（県）

18

３．主要渋滞箇所の対策検討・立案 中長期対策

鹿児島県

鹿児島市

《位置図②》
N

山田IC

《位置図①》
N

225

225

山田IC

写真②

至 中山IC

対策前対策前

対策後
(イメージ)
対策後

(イメージ)

至 日置市

至 鹿児島市街地

至 鹿児島IC

至 日置市

至 鹿児島市街地

至
指
宿
市
・

谷
山
方
面

至 鹿児島IC

【対策】 山田インターのフルインター化（令和4年4月1日開通予定）

◆鹿児島市街地方面の乗り降りのみ可能

N

N

：進行方向

：進行方向

山田料金所

山田料金所

山田第２料金所

フルインター化により
指宿市・谷山方面との乗り降りが可能に

（R4.4.1開通予定）

山田IC

山田IC

至
指
宿
市
・

谷
山
方
面

至 指宿市・谷山方面

至 鹿児島IC 至

鹿
児
島
市
街
地

至 谷山駅

山田IC

中山IC

山田交差
点

皇徳寺団
地東口交
差点

仮）山田下交差
点

桜ヶ丘団地北口
交差点

紫原北口
交差点

凡例
主要渋滞箇所

至

日
置
市

N

写真①

至 中山IC

＜課題＞
■山田ICがハーフインターのため、谷山方面との出入りができず、
周辺住宅地で混雑が発生

＜対策方針＞
■山田インターのフルインター化

課題・対策方針
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４．官民連携による渋滞対策

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策協議会における議論

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

引き続き、トラック・バス等事業者から見た渋滞箇所の対策を実施予定

＜トラックが渋滞に巻き込まれている状況＞

＜バスが渋滞に巻き込まれている状況＞

○人・物の輸送の効率化を図るため、渋滞対策協議会とトラックやバス等の道路利用者団体との連携を強化し、道路利用者目線で対策箇所を特定
した上で、即効性のある渋滞対策を実施。

（１）官民連携による渋滞対策について

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証

道路利用団体と連携
（トラックやバス、

タクシー・ハイヤー、
観光協会等）

地域の主要渋滞箇所の
特定・見直し
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４．官民連携による渋滞対策

（２）道路整備促進に対する要望箇所一覧

トラック事業者 バス業者

国道3号 小山田町交差点
国道3号 伊敷団地入口交差点～平田橋交差点
国道3号 R328バイパス入口交差点
国道10号 牧之原交差点

国道10号 隼人町小浜～加治木町東岩原

国道10号 加治木本町交差点付近
国道10号 加治木向江町交差点
国道10号 みろく交差点
国道10号 森南交差点付近 「追加」
国道10号 重富付近
国道10号 姶良市脇元付近

国道10号 三船交差点
国道10号 花倉付近
国道10号 仙巌園前交差点付近
国道10号 城山入口交差点～清水町交差点
国道220号 笠野交差点付近

国道225号 天保山大橋～郡元町交差点
国道225号～県道217号 競技場前交差点～製材団地交差点

国道225号 産業道路入口交差点

国道225号 脇田橋付近
国道225号 笹貫陸橋交差点

国道447号 六月田上交差点

県道20号 郡元電停交差点
県道24号 鹿児島中央駅南交差点付近
県道24号 武町交差点

県道24号 (鹿児島東市来線) 中洲電停交差点～鹿児島市道中洲通線
荒田交差点

県道35号 春山交差点
県道214号 旧中央市場前交差点
県道217号(鹿児島市産業道路) 全線
県道219号(鹿児島市産業道路) 交通安全教育センター前交差点付近
県道219号(鹿児島市産業道路) 南栄6丁目2交差点
県道219号(鹿児島市産業道路) 鹿児島ふるさと物産館付近交差点
中山バイパス 希望ヶ丘団地入口交差点
【県外の道路】国道10号 都城市内
【県外の道路】国道10号 平江交差点付近(都城市)
【県外の道路】国道220号 源藤交差点付近(宮崎市)

国道10号 竜ヶ水交差点～仙巌園前交差点
国道10号 清水町交差点～仙巌園前交差点
国道3号 平田橋交差点～下伊敷交差点
国道225号 真砂入口交差点～大学病院入口交差点

「区間変更」

県道16号 吉野
県道24号 伊集院
県道35号 武小学校前交差点～武町交差点
県道25号 堅馬場交差点付近、国道10号に向かって渋滞
県道21号 加治屋町交差点、天文館から国道3号へ右折渋滞

県道605号 海上保安部前
国道58号 永田橋交差点付近

ハイヤー・タクシー事業者

国道3号 平田橋交差点付近
国道3号 下伊敷交差点付近
国道3号 新上橋交差点付近
国道10号 仙巌園前交差点～竜ケ水交差点
国道225号 天保山大橋交差点付近
国道225号 産業道路入口交差点付近

国道225号 谷山港区入口交差点

県道24号 中洲電停交差点付近
県道24号 建部神社前交差点～鹿児島市道中洲通線
荒田交差点

右折車線延伸（H30年度 南港）

左折車線の増設・延伸（H26年度 南港南口）

左折車線の新設、右折車線の増設

（H25～26年度金属団地）

路面標示（R元年度 加治屋町）

カラー舗装（H30年度 紫原団地入口）

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

右折レーンの延伸（R元年度 荒田）

右折車線の延伸、左折車線の新設

（H26年度 永田橋）

左折車線増設、バスベイ新設（H28年度 武町）

右折車線延伸、左折車線増設（H26年度 中洲電停）

右折レーンの延伸（R元年度 荒田）

路面標示（R元年度 谷山港区入口）

車線運用変更・カラー舗装（ H28年度 笠野）

右折車線の延伸・右折導流線設置

（R2年度 東岩原）

※太字斜体：要望箇所の変更箇所
緑字箇所：H25～R2年度対策実施箇所
赤字箇所：R3年度対策実施箇所
青字箇所：R4年度以降対策実施予定箇所

区画線見直し

（仮）国道10号脇元合流部）

：今回対策追加箇所

下り車線２車区間の延伸（笹貫陸橋）

右折車線の延伸（牧之原）

停止線前出し（産業道路入口）

停止線前出し（産業道路入口）

停止線前出し（産業道路入口）

：対策内容



４．官民連携による渋滞対策

（３）事業実施中箇所 国道10号 牧之原交差点（国）

21

事業実施中箇所

鹿児島県

鹿児島市

N

《位置図①》 《位置図②》

牧之原交差点

至 霧島市街地

至 都城市

【対策】

至

霧
島
市
街
地

至

都
城
市

課題・対策方針

写真①

対策後(イメージ)対策後(イメージ)

：右折交通：直進交通

至 鹿屋市

右折車の滞留による直進阻害状況

＜課題＞
■右折車両の滞留により直進車両の阻害が発生

＜対策方針＞
■右折車線の延伸

約25m⇒約120m

対策前対策前

牧之原交差点

右折車線の延伸

牧之原交差点

220

10

10

504

霧島市

霧島市

曽於市

至

霧
島
市
街
地

至

都
城
市

至 鹿屋市

至

霧
島
市
街
地

至

都
城
市

至 鹿屋市

◆右折車の滞留により直進阻害が発生

右折車線の延伸
(L≒95m)

Ｎ

Ｎ

牧之原交差点

牧之原交差点

504

504

504

504

：右折交通：直進交通



姶良市
エリア鹿児島市

姶良市

姶良市役所

鹿児島市役所

鹿児島中央駅

姶良IC
桜島
SIC

加治木IC

仮）国道10号
脇元合流部

５．TDM施策の取り組みについて

（１）交通需要マネジメント（TDM施策）の対策検証箇所の設定

○緊急事態宣言中の渋滞状況は、直轄国道の主要渋滞箇所５６箇所のうち２箇所が解消、２１箇所が緩和、３３箇所が変化無し
○緊急事態宣言中の渋滞緩和状況と交通量変化状況を踏まえ、下記視点でTDM施策の効果が期待される箇所を選定

⇒ 「仮）国道10号脇元合流部」、「二軒茶屋交差点」

◇TDM施策の検証箇所の選定
直轄国道の主要渋滞箇所56箇所

（主要渋滞箇所123箇所）

解消

緩和

変化無し

緊
急
事
態
宣
言
中
の
渋
滞
状
況

◇全方向の速度が20km/h以上に変化

◇20km/h未満の方向数が減少

◇20km未満の方向に変化が
無く、交通量が減少

：2箇所

：21箇所

22

TDM施策
を検証

引き続き
渋滞対策
を検討

：33箇所

緊急事態宣言中の交通状況に応じて分類

・・・

鹿児島市
エリア坂之上駅

慈眼寺駅

谷山駅

宇宿駅

南鹿児島駅

郡元駅

鹿児島中央駅

二軒茶屋
交差点

鹿児島市

◇TDM施策の考え方
＜公共交通の利用促進＞

公共交通が充実し利便性が高い箇所
＜有料道路の利用促進＞

ICが近接し有料道路利用促進が可能な箇所

＜時差出勤・フレックスタイム＞
通勤時間帯の混雑が著しく、その混雑が一定の時間帯に集中している箇所

▽コロナ禍の交通量の変化（平日ピーク）

1,881 1,795
1,600

1,800

2,000

2,495

2,1752,100

2,300

2,500
交通量（台/h） 交通量（台/h）

＜仮）国道10号脇元合流部＞ ＜二軒茶屋交差点＞

通常期 緊急事態宣言中 通常期 緊急事態宣言中
※交通量（台/h ） ：センサス対象道路の平日ピーク時交通量（推定値）
※ピーク時：朝（7～8 時台の平均）と夕（17～18 時台の平均）の多い方を採用

約320台/h減
（12.8%減）

約90台/h減
（4.6%減）

薩摩吉田IC

鹿児島北IC

鹿児島IC▽コロナ禍の速度の変化（平日ピーク）
＜仮）国道10号脇元合流部＞ ＜二軒茶屋交差点＞
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＜仮）国道10号脇元合流部＞を含む

＜二軒茶屋交差点＞を含む



５．TDM施策の取り組みについて

実施期間 令和４年２月７日（月）から実施

実施主体
・鹿児島県交通渋滞対策協議会
（国土交通省鹿児島国道事務所・大隅河川国道事務所、九州運輸局鹿児島運輸支局、鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県警察、
NEXCO）

対象者 ・鹿児島市内へ自家用車で通勤している方

TDM施策
・出勤時間の変更 ： 出勤を早めるまたは遅らせる
・公共交通の利用 ： 自家用車から鉄道等に変更
・経路の変更 ： 一般道から有料道路への経路変更

目的・内容

＜目的＞
・時間や経路、移動手段を変更するメリットや最適な手段・時間帯に関する情報提供を行い、
ピーク時間帯に集中する交通量の削減を図る

＜内容＞
・情報提供と合わせ、参加しやすい環境整備（参加企業、参加者へのインセンティブ）を検討

考えられる
情報提供手法

利用者側の視点から、様々な場面での情報提供を実施
＜道路利用時＞
・道路情報板での掲示
＜通勤時・外出時＞
・企業、市役所、公共施設でのﾁﾗｼ配布・ﾎﾟｽﾀｰ掲示
＜日常生活時＞
・テレビ、ラジオ、新聞等のメディアの活用
・SNSを活用した広報
・自治体の広報誌への掲載
＜その他＞
・民間企業・事業所へのポスター掲示依頼

○ピーク時間帯に集中する交通の分散を図るため、TDM施策（時差出勤や公共交通利用、経路の変更の促進）を令和４年２月７日から実施
○TDM施策への参加を浸透拡大するため、取り組みのメリット等を発信 併せてアンケートによる解析を実施

（２）TDM施策の概要

TDM施策の内容
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記者発表
（令和４年２月７日）



５．TDM施策の取り組みについて

○チラシやポスターを協議会の関連施設、商業施設等へ設置。 また、鹿児島市中心部の企業へチラシの配布を実施。

（３）TDM施策の情報提供について

24

チラシ・ポスター設置箇所とチラシ配布企業

※鹿児島市中心部
企業抽出範囲
（88社へ配布）

凡例
チラシ・ポスター設置箇所

※R2年度、鹿児島市中心部に立地する企業400社へ「渋滞対策への取組状況に関するアンケート調査」の
依頼を郵送し、110社から協力を得られた。（実施時期：R2.12～R3.1頃）

R3年度、協力していただいた110社へ電話連絡し、配布可能な88社にチラシを郵送。（実施時期：R4.2）

＜その他設置箇所＞
・大隅河川国道事務所
・指宿維持出張所

チラシ・ポスター設置状況

撮影箇所：イオンタウン姶良

撮影箇所：鹿児島市役所

撮影箇所：石橋記念公園

撮影箇所：霧島市役所

撮影箇所：桜島SA撮影箇所：鹿児島国道事務所

チラシの設置

チラシの設置



５．TDM施策の取り組みについて

○鹿児島国道事務所ホームページにTDM施策の特設ページを立ち上げ、取り組みに参加する際に参考となる情報やメリットなどを掲載。
○自治体ホームページやSNSを活用して、取組内容やTDM施策の特設ページへのリンク等で宣伝。
○道路情報板でのドライバーに向けた情報提供を実施。

25

TDM施策ホームページ

（３）TDM施策の情報提供について

時差出勤の目安となる
時間帯別の所要時間や
参加のメリット等を掲載

自治体ホームページ

バナーリンク
を掲載

出典：姶良市役所

道路情報板

撮影箇所：国道10号 鹿児島北BP付近

国土交通省管理 鹿児島県警管理

撮影箇所：国道225号 運動公園交差点付近

切り替え

SNS（Twitter）

出典：鹿児島県

バナーリンク
を掲載

新着情報を
掲載
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勤務先からの案内等

国・県・市のホームページ

ポスター・チラシ

ラジオやTV等のメディア

国・県・市のSNS
（Twitter、Facebook等）

道路に設置されている情報板

地域の広報誌

５．TDM施策の取り組みについて

実施期間 令和４年２月７日(月)～ 継続中 回収票数 ・４１１票 （令和４年３月１日時点の回収数）

調査手法
・Webアンケート調査
※広報媒体（チラシ・ポスター）にURL・QRコードを記載

調査目的
・取り組みの参加状況
・取り組みによる参加者へのメリット、デメリットの把握
・今後の継続意向 ・取り組みの課題・改善点を把握 等

調査対象
・鹿児島市内に通勤している方、または、鹿児島市
在住で周辺市町村に通勤している方

N=411

取り組みを知ったキッカケ

勤務先を通した呼びかけから
情報を得た人が多い

(77%)

(15%)

(10%)

(9%)

(3%)

(1%)

カッコ内は回答者数全体に対する割合

複数回答

約８割の方が勤務先から
情報を得ている

(1%)

291
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12

4

106

0 50 100 150 200 250 300 350

時差出勤の実施

テレワーク（在宅勤務）の実施

公共交通(鉄道・路線バス)
への変更

高速道路等への経路変更

参加していない

N=411

参加した取り組み

(71%)

(6%)

(3%)

(1%)

カッコ内は回答者数全体に対する割合

複数回答 （取り組みの参加者305人）

時差出勤を
取り組んだ方が約７割

(26%)

通勤スタイルを変更せずに参加できる
時差出勤の実施が多かった

取り組みに関するアンケート調査概要

（４）アンケート調査結果
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５．TDM施策の取り組みについて

集中していた通勤時間が取り組み参加で分散
するとともに、参加者の多くが時間短縮を実感

（４）アンケート調査結果 （速報）

取り組み前の出発時間

渋滞時間帯に
交通が集中

(人)

(人)

N=291

N=291 27

出発時間

出発時間

取り組み期間中の出発時間

渋滞発生時間帯（215人）

約６割の人が
渋滞時間帯から

の分散

渋滞発生時間帯（133人）

時差出勤による短縮時間

半数を超える約６割の方が
短縮効果を実感

N=277
時差出勤参加者291人
のうち無回答を除く
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通勤や帰宅の所要時間が短くなった（全く無くなった）

渋滞や混雑に巻き込まれなくなった

通勤でのメリットは感じなかった

買い物等の寄り道ができるようになった

通勤費の負担が減った

読書などで移動時間を有効活用できた

その他
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通勤でのデメリットは感じなかった
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生活でのデメリットはあまり感じなかった

生活リズムが変化した・悪くなった

仕事の時間が確保できなくなった・短くなった

趣味や余暇活動の時間が減った

家族や友人と過ごす時間が減った

その他

（４）アンケート調査結果

５．TDM施策の取り組みについて

「通勤時間の短縮」「渋滞や混雑の回避」「生活リズムの改善」等
取り組みによりメリットを感じた人が多かった

通
勤
⾯
द
भ
効
果

取り組み参加によるメリット 複数回答取り組み参加によるデメリット

⽣
活
⾯
द
भ
効
果

N=305

N=305

N=305

N=305

時間短縮や
渋滞回避のメリット
を感じた方が多い

生活リズムの
改善を感じた方

が多い

帰宅時間が遅くなった
ﾊﾞｽ本数が少ない 等

起床が早い分、睡眠時間が短縮
早く出社しても退勤時間が変わらず

労働時間増加 等
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複数回答

■時差出勤の実施 ■公共交通(鉄道・路線バス)への変更 ■高速道路等への経路変更 ■テレワーク（在宅勤務）の実施

複数の取り組みを実施した方は回答が重複している場合がある
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（４）アンケート調査結果

５．TDM施策の取り組みについて

今後の参加意向参加しなかった理由

今後の継続（新規参加）を促すには、取り組みを浸透させる継続的な情報提供と
事業所と協力して参加しやすい環境整備が重要

取り組みを続けるアイデア
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(26%)

(24%)

(9%)

(49%)

家族の送迎、職場の雰囲気など

N=305

全ての施策で
継続希望が約８割以上

(68%)

(38%)

(29%)

(9%)

勤務制度の変更が約７割と
最も多いが情報提供も重要
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複数の取り組みを実施した方は回答が重複している場合がある
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夏頃

内 容 主な調整項目

作業部会（7/28）

関係機関協議（7/21）

実施承認

実施準備

実施開始（R4.2.7）
効果検証

（データ分析等）

以降も継続的な効果検証と改善を実施

内容の調整

内容の再調整

関係機関協議
渋滞対策協議会

・実施中の効果検証（データ集計、アンケートなど）
・取り組みや運営体制の課題や改良点の整理

・施策の具体内容
・実施期間等のスケジュール決定

・取り組み内容調整
・役割分担調整

・各関係機関からの実施承認

・実施概要、経過報告(速報)の報告、広報の拡大検討など

・Ｒ３年度の改善点の調整等

・実施概要、施策効果、今後の取り組み方針 等の報告

・取り組み内容調整
・役割分担調整
・関係機関での周知、広報

第1回協議会（8/26）

関係機関協議（10/11）

○令和4年2月7日からTDM施策を実施し、継続的な効果検証と改善を実施する。

５．TDM施策の取り組みについて
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第2回作業部会

第2回協議会
【作業部会・協議会】

（５）TDM施策の進め方

取組
報告
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６．次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた検討項目

①主要渋滞箇所の最新データによる交通状況のモニタリング
⇒最新データによる主要渋滞箇所の速度変化状況の整理【国】

②主要渋滞箇所及び官民連携における対策
⇒対策メニュー（ピンポイント渋滞対策等）の検討【国、県、市、県警察】

＜次回鹿児島県交通渋滞対策協議会に向けた主な検討内容＞

※【】内は主な検討主体

③交通需要マネジメント（TDM）施策の実施
⇒TDM施策の実施状況と評価【国、県、市、県警察、NEXCO】


